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金融円滑化に対する当金庫の取組状況について 
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第７条第１項に規定する説明書類 
 
 
 
 
 
 
 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（以下、「金

融円滑化法」といいます）」第７条第１項の規定に基づき、当金庫が、同法第 4 条およ
び 5条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項、ならびに同法第 6条の規定に
基づいてとった措置の概要に関する事項を、次の通り開示いたします。 
 
 
第１ 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令

（以下、「府令」といいます）」第 6条第 1項第 1号に規定する金融円滑化法第 4
条および第 5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要 

 
金融円滑化法に基づく措置の実施に関する方針として、理事会の決議により「金

融円滑化管理方針」を定めております。概要は下記の通りです。 
 

(１) 当金庫は、「地域のお客さまへの円滑な資金供給」ならびに「地域で事業を
営むお客さまの経営相談等に関するきめ細かな支援」への取り組みを、当

金庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理体制の下、

金融仲介機能を今後とも積極的に発揮してまいります。 
(２) お客さまから、事業資金・住宅資金について、新規ご融資や貸付条件の変

更に関するご相談・お申込があった場合には、お客さまの状況を踏まえて

親身に取り組み、可能な限り迅速に対応いたします。 
(３) 複数の金融機関にお借入のあるお客さまから、貸付条件の変更に関するお

申込があった場合には、他の金融機関・信用保証協会・中小企業再生支援

協議会・住宅金融支援機構など関係機関と緊密な連携を図りながら、お客

さまのご要望にお応えできるよう努めてまいります。 
 
なお、詳細につきましては、別添資料「金融円滑化管理方針」をご覧ください。 
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第２ 府令第 6条第 1項第 2号に規定する金融円滑化法第 4条および第 5条の規定に基

づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 
 

金融円滑化法に基づく実施状況を把握するための体制を、「金融円滑化管理規程」

第 3条および「金融円滑化マニュアル」第 4章にて明確に定めております。 
 

(１) 営業店においては、お客さまから貸付条件の変更のご相談・お申し込みが
あった場合、すべての案件について「条件変更案件店内情報メモ」を作成

し、部店長まで回付して情報の共有化を図るとともに、毎月、実施状況を

審査部へ報告する体制をとっております。 
(２) 審査部においては、「条件変更案件店内情報メモ」を基に貸付条件の変更の

実施状況を集計し、金融円滑化管理責任者に報告する体制をとっておりま

す。 
(３) 金融円滑化管理責任者は、上記実施状況を経営会議および理事会に報告し、

金庫全体で把握する体制をとっております。 
(４) 金融円滑化管理責任者を委員長とし、関連部署の部長を委員とする「金融

円滑化管理委員会」を設置し、金融円滑化の取り組みが適切に行われるよ

う具体的な方策を検討、管理しております。 
 
 
第３ 府令第 6条第 1項第 3号に規定する金融円滑化法第 4条および第 5条の規定に基

づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 
 

金融円滑化法に基づく苦情相談を適切に行うための体制を、「金融円滑化管理規

程」第 10条および「金融円滑化マニュアル」第 1章にて明確に定めております。 
 

(１) 営業店におけるご相談窓口の設置 
お客さまからの苦情相談に適切に対応するため、すべての営業店に「金融

円滑化相談窓口（店頭・電話）」を設置し、「金融円滑化担当者」を配して

おります。営業店に寄せられた苦情相談につきましては、同窓口が真摯に

対応するとともに、「顧客・相談（苦情）情報表（金融円滑化専用）」によ

って、コンプライアンス統括部に報告する体制をとっております。 
(２) 本部におけるご相談窓口の設置 

本部における苦情相談窓口として、コンプライアンス統括部に「金融円滑

化ホットライン」を設置し、営業店と連携して適切に対応しております。 
ホットラインに寄せられた苦情相談への対応結果につきましては、「顧客・
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相談（苦情）情報表（金融円滑化専用）」により当該営業店からコンプライ

アンス統括部に報告された後、「顧客・相談（苦情）報告書」によりコンプ

ライアンス統括部から審査部に報告され、審査部にて一元管理する体制を

とっております。 
 
 
第４ 府令第 6条第 1項第 4号に規定する金融円滑化法第 4条の規定に基づく措置をと

った後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のた

めの支援を適切に行うための体制の概要 
 

金融円滑化法に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事

業についての改善又は再生のための支援を行うための体制を、「金融円滑化管理

規程」第 7条および「金融円滑化マニュアル」第 5章にて明確に定めております。 
 

(１) 各営業店では、担当者がお客さまの経営状況を継続的に把握するよう努め
るとともに、経営相談への対応、経営指導、経営改善支援などに積極的に

取り組む体制をとっております。 
(２) 各営業店では、経営改善計画書作成時の助言等を行うほか、必要に応じ、

審査部企業支援グループ・営業推進部地域支援グループと連携して行う取

り組みによって、お客さまの事業再生を積極的に支援する体制をとってお

ります。 
【審査部企業支援グループとの連携による取り組み】 
① 中小企業再生支援協議会やコンサルティング会社等をご紹介し、お客さ
ま・当金庫・支援協議会等の３者の協力による、経営改善計画書の作成、

進捗管理を進めてまいります。 
② 事業価値を見極める融資手法（特許等知的資産を活用した融資等）をは
じめ、中小企業に適した資金供給手法を徹底してまいります。 

③ 中小企業再生支援協議会等と協力して、DDS等を活用した支援を行って
まいります。 

④ ファンドを活用した出資を実施し、お客さまの資金繰り支援を行ってま
いります。 

⑤ 信用保証協会の再生支援センターと協力し、「求償権消滅保証制度」を活
用したご融資により、お客さまの再チャレンジに協力してまいります。 

⑥ 企業のライフサイクルに応じた各段階でのきめ細かい支援（経営改善支
援、事業再生）に取り組んでまいります。 

【営業推進部地域支援グループとの連携による取り組み】 
⑦ 当金庫がもつ情報集積機能や地域におけるネットワークを活用し、ビジ
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ネスマッチングやM&Aに関する情報提供などに取り組んでまいります。 
⑧ 企業のライフサイクルに応じた各段階でのきめ細かい支援（創業・新規
事業支援、事業承継）に取り組んでまいります。 

 
 
第５ 金融円滑化法第 4条に基づく措置の実施状況 
 

別表１～４をご覧ください。 
（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務者が中

小企業者である場合〕 
（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務者が中

小企業者である場合〕 
（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務者が中

小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権

を有する場合〕 
（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務者が中

小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権

を有する場合〕 
 
 
第６ 金融円滑化法第 5条に基づく措置の実施状況 

 
別表５～６をご覧ください。 
（別表５）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務者が住

宅資金借入者である場合〕 
（別表６）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務者が住

宅資金借入者である場合〕 
 
 

以 上 
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【別添資料】 

 
金融円滑化管理方針 

 
（目的） 
第１条 当金庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対して必要な資金を円滑

に供給していくこと、並びに地域の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に

関するきめ細かな支援に取組むことは、当金庫の最も重要な役割の一つであると

認識し、適切なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発揮していくこと

を目的に、本方針を定める。 
 
（定義） 
第２条 本方針において、「金融円滑化」とは、以下の①から⑥をいい、「金融円滑化管

理」とは、適切なリスク管理の下、金融仲介機能を積極的に発揮する観点から、

これらを達成するために必要となる管理をいう。 
①  顧客の経営実態を踏まえて、適切に新規融資や貸付条件の変更等を行うこと
の確保。 

②  顧客の経営実態を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援
を行うことの確保。 

③  与信取引（貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約）に関し、顧客に対する
説明を適切かつ十分に行うことの確保。 

④  顧客からの与信取引に係る問い合わせ、相談、要望及び苦情への対応を適切
に実施することの確保。 

⑤  中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（以
下、「中小企業者等金融円滑化法」という。）に規定する必要な措置の確保。 

⑥  その他与信取引に関して、地域密着型金融を推進するために必要であると判
断した事項が適切になされることの確保。 

 
（管理体制） 
第３条 金融円滑化管理に関する方針を定めた本方針を理事会において定め、金融円滑

化管理の実効性を確保するため、理事会において「金融円滑化管理責任者」を選

任するほか、理事会、経営会議及び金融円滑化管理責任者の役割を定めた「金融

円滑化管理規程」を策定する。 
 
（体制整備） 
第４条 金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する適切
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な審査が行われることを確保するため、信用リスク管理部門（融資審査部門）は、

定期的または必要に応じて随時、融資審査基準及び与信管理方法の見直しを行う。 
  ２ 金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する顧客

説明及び顧客サポートの適切性・十分性を確保するため、金融円滑化管理責任者、

顧客説明統括管理責任者、顧客説明管理責任者及び顧客サポート管理責任者は連

携して顧客保護を図るための取組みを行う。 
  ３ 顧客の経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関するきめ細かな支

援を行うため営業推進部に地域支援グループを置き、審査部に企業支援グループ

を置く。 
  ４ 顧客の事業価値を適切に見極めるための能力（以下、「目利き能力」という。）

の向上のため、人事部門は役職員に対し、目利き能力向上のための研修等を実施

する。 
 
（中小企業者等金融円滑化法の施行に伴う対応） 
第５条 中小企業者等金融円滑化法の施行に伴い、中小企業者等金融円滑化法第６条で

定める方針を策定し、公表する。 
  ２ 中小企業者等金融円滑化法を踏まえ、中小企業者・住宅資金借入者からの事業

資金並びに住宅資金の貸付条件の変更等に関する申込み等及び相談・苦情等につ

いて、適切な対応が行えるよう必要な体制を整備する。 
  ３ 中小企業者からの貸付条件の変更等の申込み等について、他の金融機関や政府

系金融機関、信用保証協会および中小企業再生支援協議会等が関係している場合

には、これらの者と緊密な連携が図れるよう必要な体制を整備する。 
  ４ 住宅資金借入者からの貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支

援機構が関係している場合には、これらの者と緊密な連携が図れるよう必要な体

制を整備する。 
  ５ 中小企業者等金融円滑化法に基づく金融円滑化の状況に関する開示や当局へ

の報告を行うとともに、当該開示等が適切なものとなっているか確認する体制を

整備する。 
  ６ 上記以外の中小企業者等金融円滑化法を踏まえた対応が適切に行えるよう必

要な体制を整備する。 
 
（方針の改廃） 
第６条 本方針の改廃は、理事会の決議による。 
 

平成２２年１月１４日制定 
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表１・２） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の修正 増　減

 〔債務者が中小企業者である場合〕

(単位：百万円) (単位：件)

金　　　　額 件　　　　数

平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減
平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 17,197 61,373 61,372 ▲ 1  889 3,390 3,389 ▲ 1  

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていな
かった貸付債権

10,372 35,973 35,972 ▲ 1  291 1,076 1,075 ▲ 1  

うち、実行に係る貸付債権 3,754 27,865 27,859 ▲ 6  115 826 826

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権 4 906 906 1 25 25

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権 6,608 6,093 6,098 5  173 204 203 ▲ 1  

うち、取下げに係る貸付債権 4 1,107 1,107 2 21 21

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権

6,825 25,400 25,399 ▲ 1  598 2,314 2,314

うち、実行に係る貸付債権 1,937 18,984 18,981 ▲ 3  159 1,763 1,761 ▲ 2  

うち、謝絶に係る貸付債権 0 762 762 0 67 67

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権 4,846 5,199 5,193 ▲ 6  435 431 431

うち、取下げに係る貸付債権 41 453 461 8  4 53 55 2  
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表３・４） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の修正 増　減

 〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

(単位：百万円) (単位：件)

金　　　　額 件　　　　数

平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減
平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権に係る債務者のうち、他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認す
ることができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権

2,304 4,595 4,624 29  79 158 159 1  

うち、実行に係る貸付債権 1,013 4,004 4,004 28 139 139

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権 0 0 0 0 0 0

うち、他の金融機関により法の施行日以後に
なされた貸付けの条件の変更等の実行を認
識していた場合の貸付債権

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権 1,286 545 574 29  49 13 14 1  

うち、取下げに係る貸付債権 4 45 45 2 6 6
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第６　法第５条に基づく措置の実施状況

 （別表５・６） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の修正 増　減

 〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

(単位：百万円) (単位：件)

金　　　　額 件　　　　数

平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減
平成21年
12月末

平成22年
3月末(修正前）

平成22年
3月末（修正後）

増減

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 1,144 4,269 4,273 4  66 235 236 1  

うち、実行に係る貸付債権 216 2,236 2,236 8 124 124

うち、謝絶に係る貸付債権 0 202 202 0 14 14

うち、審査中の貸付債権 841 1,361 1,364 3  52 72 73 1  

うち、取下げに係る貸付債権 86 468 468 6 25 25
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表１） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 修　正　後

 〔債務者が中小企業者である場合〕

(単位：百万円)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 17,197 61,372

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていな
かった貸付債権の額

10,372 35,972

うち、実行に係る貸付債権の額 3,754 27,859

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 

うち、謝絶に係る貸付債権の額 4 906

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 

うち、審査中の貸付債権の額 6,608 6,098

うち、取下げに係る貸付債権の額 4 1,107

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権の額

6,825 25,399

うち、実行に係る貸付債権の額 1,937 18,981

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 762

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 

うち、審査中の貸付債権の額 4,846 5,193

うち、取下げに係る貸付債権の額 41 461
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表２） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 修　正　後

 〔債務者が中小企業者である場合〕

(単位：件)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 889 3,389

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていな
かった貸付債権の数

291 1,075

うち、実行に係る貸付債権の数 115 826

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 1 25

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 

うち、審査中の貸付債権の数 173 203

うち、取下げに係る貸付債権の数 2 21

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権の数

598 2,314

うち、実行に係る貸付債権の数 159 1,761

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 67

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 

うち、審査中の貸付債権の数 435 431

うち、取下げに係る貸付債権の数 4 55
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表３） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 修　正　後

 〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

(単位：百万円)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権に係る債務者のうち、他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認す
ることができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権の額

2,304 4,624

うち、実行に係る貸付債権の額 1,013 4,004

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 

うち、他の金融機関により法の施行日以後に
なされた貸付けの条件の変更等の実行を認
識していた場合の貸付債権の額

0 0 

うち、審査中の貸付債権の額 1,286 574

うち、取下げに係る貸付債権の額 4 45
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 （別表４） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 修　正　後

 〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

(単位：件)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権に係る債務者のうち、他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認す
ることができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権の数

79 159

うち、実行に係る貸付債権の数 28 139

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 

うち、他の金融機関により法の施行日以後に
なされた貸付けの条件の変更等の実行を認
識していた場合の貸付債権の数

0 0 

うち、審査中の貸付債権の数 49 14

うち、取下げに係る貸付債権の数 2 6
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第６　法第５条に基づく措置の実施状況

 （別表５） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 修　正　後

 〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

(単位：百万円)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 1,144 4,273

うち、実行に係る貸付債権の額 216 2,236

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 202

うち、審査中の貸付債権の額 841 1,364

うち、取下げに係る貸付債権の額 86 468
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第６　法第５条に基づく措置の実施状況

 （別表６） 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 修　正　後

 〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

(単位：件)

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 66 236

うち、実行に係る貸付債権の数 8 124

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 14

うち、審査中の貸付債権の数 52 73

うち、取下げに係る貸付債権の数 6 25
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